
 

千葉県建築行政マネジメント計画（第３次）の達成状況について 

 

 

 
 
 
 
 
※：特定行政庁である千葉県と１４市（千葉市、市川市、船橋市、松戸市、柏市、市原市、佐倉市、八千代市、

我孫子市、浦安市、習志野市、木更津市、流山市、成田市）並びに限定特定行政庁である７市（鎌ケ谷市、

野田市、君津市、茂原市、四街道市、白井市、印西市）で構成する協議会で、令和２年８月に策定した   

計画（実施期間：令和２年度～６年度）。計画の内容については、以下の県ＨＰを参照。 

  県 HP：https://www.pref.chiba.lg.jp/kenchiku/management/management3.html 

 

【 計画の達成目標と状況 】 

※達成目標については、特定行政庁及び限定特定行政庁毎に定めており、記載の数値については、千葉県が 

所掌する区域のみを対象としている。 

 

注１：中間検査 
   建築主は、一定規模以上の建築物や分譲住宅の安全性に深く関わる工程について、その工程が終わった

段階で、その建築物が建築基準関係規定に適合しているかの検査を受けなければならない 
 
注２：完了検査 
   建築主は、工事が完成した段階で、その建築物が建築基準関係規定に適合しているかの検査を受けなけ

ればならない 
 
注３：業務報告 
   建築士事務所の開設者は、事業年度ごとに、業務の実績の概要等を記載した設計等の業務に関する報告

書を作成し、毎事業年度経過後３ヶ月以内に都道府県知事に提出しなければならない 
 
注４：定期報告 
   物品販売業を営む店舗などの不特定多数の者が使用する建築物等の所有者・管理者は、専門技術を有す

る資格者に建築物等の調査・検査をさせ、その結果を特定行政庁へ報告しなければならない  

項目 目標値 令和６年度の状況 備考 

中間検査率 １００％ ９０．０％ 建築基準法に基づく中間検査注1の受検割合 

完了検査率 １００％ ８６．５％ 建築基準法に基づく完了検査注2の受検割合 

業務報告率 ９０％ ８７．７％ 建築士事務所による業務報告書注3の提出率 

定期報告率 ８５％ ７９．３％ 特殊建築物の所有者等による定期報告書注4の報告率 

建築物の安全性の確保及び良好な住環境を整備するため、令和２年度に   

策定した「千葉県建築行政マネジメント計画（第３次）」※に定める目標に    

ついて、第３次計画の最終年度である令和６年度の達成状況を公表します。 

今後は、次期計画を策定するなど、引き続き円滑かつ適確な建築行政の 

執行に努めてまいります。 



 
【 目標の進捗状況 】 

１ 中間検査率 

年度 目標値 R2 R3 R4 R5 R6 

中間検査率 100 92.6 94.6 92.4 90.2 90.0 

※中間検査率＝年度毎の（中間検査合格証交付件数） 

         ／（確認済証交付件数のうち中間検査対象件数－取りやめ届数） 

※計画変更及び計画通知に対する確認済証交付件数は含まない。 

※年度内に特定工程工事完了予定日を迎えない件数は含まない。 

※検査済証が交付されたものは、中間検査合格証を交付したものとみなす。 

※建築主事を置く市町村の区域内のものを除く。（建築基準法第 97 条の２の規定により建築主

事を置く市町村の区域にあっては、建築基準法施行令第 148 条に定める建築物等に限り   

除く。） 

 

 

２ 完了検査率 

年度 目標値 R2 R3 R4 R5 R6 

完了検査率 100 82.8 85.2 85.8 84.3 86.5 

※完了検査率＝年度毎の（検査済証交付件数） 

       ／（確認済証交付件数－取りやめ届数－用途変更確認済証交付件数） 

※計画変更及び計画通知に対する確認済証交付件数は含まない。 

※年度内に工事完了予定日を迎えない件数は含まない。 

※建築主事を置く市町村の区域内のものを除く。（建築基準法第 97 条の２の規定により建築主

事を置く市町村の区域にあっては、建築基準法施行令第 148 条に定める建築物等に限り   

除く。） 

 

 

３ 業務報告率 

年度 目標値 R2 R3 R4 R5 R6 

業務報告率 90 86.1 84.5 86.0 85.7 87.7 

※業務報告率＝事業年度毎の（建築士事務所が提出する業務報告書の報告数） 

／（登録されている建築士事務所件数） 

 

 

 

 

 

４ 定期報告率 

年度 目標値 R2 R3 R4 R5 R6 

定期報告率 85 72.2 71.8 73.0 74.9 79.3 

※定期報告率＝（直近の用途別定期報告の報告数の総和）／（定期報告対象建築物数） 

※建築主事を置く市町村（建築基準法第９７条の２の規定によるものを除く）の区域外のもの 

に限る。 

 

 

 

令和６年度の取組状況等は別紙を参照  

92.6

94.6

92.4

90.2 90.0

80

85

90

95

100

R2 R3 R4 R5 R6

中間検査率

計画期間 

(単位：%) 

82.8

85.2 85.8
84.3

86.5

80

85

90

95

100

R2 R3 R4 R5 R6

完了検査率
(単位：%) 

86.1
84.5

86 85.7

87.7

80

85

90

95

100

R2 R3 R4 R5 R6

業務報告率
(単位：%) 

72.2 71.8
73

74.9

79.3

70

75

80

85

90

R2 R3 R4 R5 R6

定期報告率
(単位：%) 

計画期間 

計画期間 

計画期間 

(%) 

(%) 

(%) 

(%) 



 

千葉県建築行政マネジメント計画（第３次）の取組状況等（令和６年度）        別 紙 

 

 

１ 中間検査率 及び ２ 完了検査率 

○目標：共に 100% 

施策と取組 建築規制制度の浸透度向上 

令和６年度の

取組状況 

・確認済証交付時における完了検査制度に関するリーフレットの配布 

・建築パトロール時における中間（完了）検査の受検啓発 

・ハガキ等による中間（完了）検査受検に関する督促の実施 

・建築関係団体との会議を活用した周知 

 

 

３ 業務報告率 

○目標：90% 

施策と取組 建築士等への指導・監督 

令和６年度の

取組状況 

・業務報告書の提出に関する事前案内通知の送付 

・業務報告書未提出の建築士事務所に対する督促状の送付 

・建築士事務所の管理状況立入調査の実施 

・建築士事務所の管理状況報告調査の実施 

 

 

４ 定期報告率 

○目標：85% 

施策と取組 定期報告制度の実効性確保 

令和６年度の

取組状況 

・定期報告制度における県ホームページ上での周知 

・定期報告対象建築物の所有者等に対する事前通知及び未報告の場合の通知文書の送付 

・建築物防災週間における未報告の建築物への立入調査 

・未報告の対象建築物の所有者に対する督促通知の送付 

・定期報告オンライン受付システムの試行運用を開始 

 


